
○事故時の措置（水質汚濁防止法第14条の2)

→ → ＋

→ → ＋

→ → ＋

※特定施設、指定施設、貯油施設等の各施設はそれぞれ重複することがあります。 ： 平成２３年４月施行分

（窓口：事業場を
所管する各保健
所 環境担当班）

6月以下の懲役又は50
万円以下の罰金

有害物質を貯蔵、使用する

施設、指定物質(56物質)を製

造、貯蔵、使用、処理する施

設を設置する工場又は事業

場

例)　１，３，５，７－テトラ アザトリシクロ

［３．３．１．１３，７］デカ ン （別名ヘキサメ

チレンテトラ ミン ）

※重油等：

原油・重油・潤滑油・軽油・

灯油・揮発油・動植物油

↓
指定事業場

有害物質又は指定物質を含む水が公
共用水域に排出され、又は地下に浸

透した場合

指定事業場の
設置者

県知事への届出
(仙台市内の場合は

市長へ)

罰則適用

直ちに引き続く
流出又は地下浸
透防止のための
応急措置実施

↓
貯油事業場等

油を含む水が公共用水域に排出され、
又は地下に浸透した場合

貯油事業場等の
設置者

県知事への届出
(仙台市内の場合は

市長へ)

命令違反

重油等(７種類)の油を貯蔵す

る貯油施設又は油を含む水

を処理する油水分離施設(貯

油施設等)を設置する工場又

は事業場 直ちに引き続く
流出又は地下浸
透防止のための
応急措置実施

（窓口：事業場を
所管する各保健
所 環境担当班）

工場・事業場において施設の破損等の事故により排水基準に適合しない、もしくは有害物質等を含む水が排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、
直ちに応急措置を講じ環境汚染の拡大防止を図るとともに、速やかに都道府県知事に事故の状況等を届け出なければなりません。

どこから どのような水が 必要な対応 措置が不十分な場

特定事業場
排水基準に係る生活環境項目につい
て適合しないおそれがある水が公共用

水域へ流出した場合

特定事業場の
設置者

県知事への届出
(仙台市内の場合は

市長へ)

応急措置命令

特定施設を設置している工

場又は事業場(下水道法特

定事業場を含む) 直ちに引き続く
流出又は地下浸
透防止のための
応急措置実施

（窓口：事業場を
所管する各保健
所 環境担当班）

例）特定施設の破損その他

の事故

有害物質(健康項目28物質)を含む水
が公共用水域へ流出した場合、又は

地下へ浸透した場合


